
議案第７０号 

 

   （仮称）三田市新庁舎建設工事（電気）請負変更契約の締結について    

 

 （仮称）三田市新庁舎建設工事（電気）請負変更契約を締結するため、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年三田市条例第１２号）第２条

の規定により、議会の議決を求める。 

 

  平成２６年８月２６日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    

 
記 

 
１ 契 約 の 名 称 
   （仮称）三田市新庁舎建設工事（電気）請負変更契約 

 
２ 契 約 の 金 額 

   ５０３，９４０，０００円 

 
３ 契約の相手方 

   関電工・内田電工特定建設工事共同企業体 
    代表者 神戸市中央区東町１２６番地 神戸シルクセンタービル 

     株式会社関電工関西支店神戸営業所 
      所長 池 永 浩 通 

 
 （変更理由） 
 賃金等の上昇により、工事請負契約書におけるインフレスライド条項の適用を行っ

たことに伴う事業費の増額が生じたため。 
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